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はじめに～本研修の目的～
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職場においては、さまざまなハラスメントの問題が存在します。ハラスメント行為は、働く人の
個人としての尊厳を不当に傷つける、社会的に許されない行為です。

また、企業にとっても社会的信用を失うことになり、経営上のリスクとなり得る問題です。

本研修では、「就活ハラスメント対策」について、正しく理解し、どのように取り組むかを学
びます。

※パワーハラスメントやカスタマーハラスメント等に関する研修は別途ご用意しています。
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令和2年度 「職場のハラスメントに関する実態調査報告書」（厚生労働省）によると…

2017～2019年度卒業で就職活動（転職を除く）を経験した男女の中で、就活ハラスメントを一
度以上受けたと回答した人の割合は、約４人に1人（25.5％）でした。

就活ハラスメント防止対策は、労働施策総合推進法に基づく指針※１および男女雇用機会均等法
に基づく指針※2において、望ましい取り組みとされています。

※1 事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置
等についての指針（令和2年厚生労働省告示第5号）

※2 事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針
（平成18年厚生労働省告示第615号）

はじめに～本研修の目的～

就活ハラスメント対策は今すぐ始めましょう！！！

就活ハラスメント対策は必要？



１. 就活ハラスメントとは（定義、具体例）
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就活ハラスメントに該当する行動として挙げられるのが、セクシュアルハラスメント（セクハラ）です。女
性に限らず、男性も被害を受けることがあります。また、採用する側という優越的な立場を利用したパ
ワーハラスメント（パワハラ）なども考えられます。

「就職活動中やインターンシップの学生等に対するセクシュアルハラスメントやパ
ワーハラスメント」のことを指します。

就活ハラスメントとは・・・

１. 就活ハラスメントとは（定義、具体例）

就活ハラスメントとは

【ご参考：セクハラ・パワハラの定義】

職場におけるセクシュアルハラスメント（セクハラ）： 「職場」において行われる、「労働者」の意に反する「性的な

言動」に対する労働者の対応によりその労働者が労働条件について不利益を受けたり、「性的な言動」により就

業環境が害されるもの

職場におけるパワーハラスメント（パワハラ）： 職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、

業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害されるもの

➡ 当該定義の「職場」、「労働者」において、「インターンシップ・企業説明会・採用面接等」、「就職活動中

の学生」を想定して対応することが望ましいです。



１. 就活ハラスメントとは（定義、具体例）

就活ハラスメントの該当行為
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幹部社員が女子学生に対し、採用の見返りに不適切な関係を迫り、その後もメールやLINEで連
絡を取り関係を迫った。これを女子学生が断ると、「うちの会社には絶対入社させない」と伝え、実際
に不採用とした。 ➡ 対価型セクハラ

「つきあっている男性はいるか」「結婚や出産後も働き続けたいか」ということを女子学生にだけ質問し
た。 ➡ 環境型セクハラ
※「結婚後や出産後も働き続けるか」といった質問を女性だけ（または男性だけ）にすることは男女雇用機会均
等法違反（募集・採用に関する性差別禁止）となります。

内定した学生に対して研修と称し、内定者でつくるSNS交流サイトに毎日の書き込みを強要する。
書き込みを行わない内定者に対して社員が「やる気がない、やる自信がないなら、辞退して下さい」
などの威圧的な投稿を度々行う。 ➡ パワハラ（過大な要求）

例えば、以下のような行為は就活ハラスメントに該当します。

面接の場で会社上層部や役員が学生に対し、高圧的な態度で人格を否定するような暴言を吐き、
学生を精神的に追い詰めた。 ➡ パワハラ（精神的な攻撃）
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１. 就活ハラスメントとは（定義、具体例）

就活ハラスメントの発生状況

就活等セクハラの行為者

出典：令和2年度厚生労働省職場のハラスメントに関する実態調査

就活セクハラの行為者として、インターンシップで知

り合った従業員（32.9%）が最も高く、次いで採

用面接担当者（25.5%）や企業説明会の担当

者（24.7%）が高い。

就活セクハラを受けた場面として、インターンシップに

参加したとき（34.1%）が最も高く、次いで企業説

明会やセミナーに参加したとき（27.8%）や就職

採用面接を受けたとき（19.2%）が高い。

就活等セクハラを受けた場面
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１. 就活ハラスメントとは（定義、具体例）

就活ハラスメントの発生状況

受けた就活等セクハラの内容

出典：令和2年度厚生労働省職場のハラスメントに関する実態調査

就活セクハラの内容として、性的な冗談やからかい

（40.4%）が最も高く、次いで食事やデートへの

執拗な誘い（27.5%）や性的な事実関係に関

する質問（26.3%）が高い。

就活セクハラを受けた後の行動として、何もしなかっ

た（24.7%）が最も高く、次いで大学のキャリアセ

ンターに相談した（19.2%）が高い。

就活等セクハラを受けた後の行動



2. 就活ハラスメント対策の必要性
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2. 就活ハラスメント対策の必要性

就活ハラスメントが企業に与える影響・リスク

企業にとって就活ハラスメントは大きなリスクになります。

 「就活ハラスメントを起こした会社」として、企業の社会的信用を失い、企業イメージも低下します。

 就職後の職場でもハラスメントが横行している会社だと学生に認識され、応募が減少する可能性が
あります。

 働いている従業員にも、働く意欲やモラルの低下により生産性に悪影響が及び、貴重な人材の退
職・流失のリスクも生じます。

■社会的信用を失うリスク

 企業の使用者責任が問われ、ハラスメント被害者から企業が損害賠償責任を追及される可能性が
あります。

■損害賠償責任を追及されるリスク

 ハラスメント行為を行った行為者は刑事責任を問われる可能性があります。

 人事部採用担当者や役員等が就活ハラスメントにより刑事責任を問われた場合、会社の信用は
回復不能になるほどの深刻なダメージを受けることがあります。

■刑事責任を問われるリスク（行為者）
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2. 就活ハラスメント対策の必要性

就活ハラスメントに関する防止措置

労働施策総合推進法及び男女雇用機会均等法に基づく指針においては、就活ハラスメ
ントに関する防止措置として、以下のような内容が明記され、各企業における取り組みを
行うことが望ましいとされています。

 雇用管理上の措置として、職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確
化等を行う際に、就職活動中の学生等に対するハラスメントについても同様の方針を示
す

 就職活動中の学生等から職場におけるハラスメントに類すると考えられる相談があった場
合に、その内容を踏まえて、必要に応じて適切な対応を行うように努める

就活ハラスメントに関する防止措置



3. 企業の対策・取組のポイント
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3. 企業の対策取組のポイント

就活ハラスメントの未然防止のポイント

採用担当者を含む従業員にハラスメント防止に関する研修を継続的に実施しましょう。階
層別に研修を実施するのも効果的です。

学生と接する際、採用担当者は可能な限り2名以上とし、オンラインも含め面談やオリエン
テーションの際は複数名で対応するなど、採用活動におけるルールを明確にしましょう。

学生向けに就活ハラスメント相談窓口を設置し、周知しましょう。

全従業員（特に採用担当者）に対し、就活ハラスメントを含む、すべてのハラスメントを禁止
する方針を明確にしましょう。

就活ハラスメントを行った場合には行為者を処分する社内規定や規則（懲戒処分等）を設
け、周知しましょう。

■ハラスメント防止体制の整備

■ハラスメント防止の方針の明確化

就活ハラスメントを未然に防ぐために、以下のような取組を進めることが重要です。
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3. 企業の対策取組のポイント

就活ハラスメントの基本的な対策

基本的な対策

就活ハラスメント防止対策について、先進的な取組をしている企業を以下「就活ハラスメント
防止対策企業事例集」で紹介しています。

■「公正な採用選考」に基づいた面接実施

 「公正な採用選考」とは、厚生労働省が事業主に
お願いしている採用選考の在り方。

 「応募者の基本的人権の尊重」「適性・能力に基
づいた採用基準」という、「公正な採用選考」の考
え方に沿って面接等を行うことは、就活ハラスメント
防止においても基本的な方針となります。
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3. 企業の対策取組のポイント

就活ハラスメントの効果的な対策

就活ハラスメント防止対策について、先進的な取組をしている企業を以下「就活ハラスメント
防止対策企業事例集」で紹介しています。

効果的な対策

■リクルーターの行動指針やマニュアル策定

 就活ハラスメントの中でも特にセクシュアルハラスメ
ント（セクハラ）は、若手社員がリクルーターとして
活動するOB・OG訪問や面談時に起こりやすいこ
とがわかっています。

 その対策として、行動指針やマニュアル、ガイドブッ
クの策定・活用を含む、リクルーターへの研修は有
効です。
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3. 企業の対策取組のポイント

就活ハラスメントの一歩踏み込んだ対策

一歩踏み込んだ対策

■応募者の個人情報の限定利用

 選考に多少の不便さがあっても、ハラスメントの芽を
摘むことがより大切です。

 就活ハラスメントがそもそも発生しない状況をつくる
ため、面接官等に対し、学生の個人情報を一部
非公開にして、個人情報が悪用されるのを防止す
るなどの対策を取り入れるのもよいでしょう。

就活ハラスメント防止対策について、先進的な取組をしている企業を以下「就活ハラスメント
防止対策企業事例集」で紹介しています。
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3. 企業の対策取組のポイント

就活ハラスメント対策の企業取組事例（大林組）

・ 就活ハラスメントのリスクを把握後、就活ハラスメント対策

の行動規範を策定し、採用活動の仕組みを見直す。

・ 社内にも当該ハラスメント防止の研修を実施。
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3. 企業の対策取組のポイント

就活ハラスメント対策の企業取組事例（積水化学工業）

・ 就活生の個人情報の一部を非開示とした。

・ 就活ハラスメント注意事項を設けて資料を作成、面接官に事前にレクチャー。



まとめ～ハラスメント対策チェックシート～
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本日のセミナーを踏まえて、自社における職場のハラスメント防止対策、相談体制につ
いてチェックしてみましょう。

No. チェック項目 ✔

１ 就活ハラスメントを含むあらゆるハラスメントの相談に対応する相談窓口を設置している。

２ 相談窓口について、就活生にも周知している。

３ 相談担当向けの対応マニュアルを作成し、就活ハラスメント対応も盛り込んでいる。

４ 相談の際にはプライバシーが守られている。

５ 就活ハラスメントは許さないという会社の方針を社内に発信している。

６ 就活ハラスメントに関して、研修等で継続的に注意喚起を行っている。

７ 就活ハラスメント行為に係る懲罰規定を、就業規則や服務規律等に明記している。

8
就活ハラスメント事案が発生した場合、行為者、相談者（必要に応じて学校）に対して、
判定結果および会社としての対応を説明することとしている。


